
問
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
㉒
８
２
６
４
（
市
役
所
１
階
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

の
案
内
を
送
付
し
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一

定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

新
た
に
対
象
と
な
る
人
に
は
、
請
求
手
続

き
の
案
内
を
10
月
中
旬
頃
か
ら
順
次
送
付

し
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
を
受
給
し
始
め
る
人
や
、
請
求
手
続
等

詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

　
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所　

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係　

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

無
料
相
談
会

相
続
・
売
買
な
ど
の
不
動
産
登
記
や
会
社

設
立
・
役
員
変
更
な
ど
の
商
業
登
記
、
成

年
後
見
、
少
額
の
訴
訟
、
夫
婦
・
親
子
関

係
の
諸
問
題
な
ど
、
大
分
県
司
法
書
士
青

年
の
会
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
と
き

　
10
月
30
日
㈮　
午
後
１
時
〜
５
時　

■
と
こ
ろ　

　
天
瀬
公
民
館　
２
階
中
会
議
室

※
事
前
予
約
不
要
。

問
大
分
県
司
法
書
士
青
年
の
会

　
☎
０
９
７
２
‐
２
３
‐
２
８
３
８

　
天
瀬
振
興
局
総
務
振
興
係

　
☎
57
３
１
０
１

移
住
者
交
流
会

移
住
後
の
悩
み
を
気
軽
に
話
せ
る
仲
間
を

作
り
ま
せ
ん
か
。

①
移
住
女
子
会

■
と
き　
11
月
７
日
㈯

　
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

■
と
こ
ろ　
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ

■
募
集
数　
20
人

②
移
住
男
子
会

■
と
き　
11
月
７
日
㈯　

　
午
後
６
時
〜
８
時

■
と
こ
ろ　
大
衆
居
酒
屋
い
ち
ふ
く

■
募
集
数　
20
人

■
申
込
期
限

　
①
・
②
と
も
に
10
月
30
日
㈮

※
参
加
費
等
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
リ
エ
ラ

　
☎
０
８
０
‐
８
５
８
２
‐
５
９
１
４

　
ひ
た
暮
ら
し
推
進
室
移
住
促
進
係

　
☎
㉒
８
３
８
３
（
市
役
所
６
階
）

令
和
３
年
度
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ

被
害
防
止
対
策
補
助
の
受
付

■
補
助
対
象

　
農
業
を
営
む
人
が
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ

に
よ
る
農
作
物
被
害
防
止
対
策
と
し
て

防
護
柵
（
新
規
）
の
設
置
を
予
定
し
て

い
る
営
農
地

■
補
助
内
容

①
集
落
設
置
防
護
柵

　
受
益
者
が
３
戸
以
上
で
行
う
被
害
防
止

対
策
（
集
落
全
体
に
設
置
す
る
金
網

柵
・
シ
カ
ネ
ッ
ト
等
）
の
現
物
支
給

（
新
規
）
の
補
助

②
個
人
設
置
防
護
柵

　

個
人
で
設
置
す
る
被
害
防
止
対
策
（
電

気
柵
・
ト
タ
ン
柵
等
）
資
材
購
入
額
の

３
分
の
２
以
内

※
上
限
単
価
・
設
置
要
件
が
あ
り
ま
す
。

■
申
込
期
限　
11
月
13
日
㈮

■
申
込
方
法　
①
左
記
に
申
請
書
を
提
出

　
　
　
　
　
　
②
左
記
に
電
話
で
申
込
み

問
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
） 

　
　第

68
回
住
ま
い
の
無
料
相
談
会

雨
漏
り
、
建
具
等
住
ま
い
の
傷
み
に
つ
い

て
職
人
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

□
と
き　
10
月
25
日
㈰　

　
午
前
９
時
15
分
〜
正
午

□
と
こ
ろ　
桂
林
公
民
館

※
事
前
予
約
必
要
。

問
日
田
職
人
会
（
原
田
）

　
☎
０
９
０
‐
７
９
８
２
‐
８
２
２
２

無
料
障
害
年
金
相
談
会

障
害
年
金
に
関
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る

人
や
障
害
年
金
の
受
給
を
考
え
て
い
る
人

を
対
象
に
、
無
料
障
害
年
金
相
談
会
を
行

い
ま
す
。

□
と
き　
10
月
29
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時　

□
と
こ
ろ　
ウ
ェ
ル
ピ
ア
１
階　
相
談
室

※
電
話
予
約
必
要
。

□
相
談
担
当
者

　
社
会
保
険
労
務
士
・
年
金
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

島
津
正
一 

氏

問
社
会
福
祉
協
議
会
☎
㉔
７
０
２
６

第
58
回
「
あ
し
な
が
P
ウ
ォ
ー
ク
10
」
in
ひ
た

年
齢
を
問
わ
ず
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
歩
行
が

可
能
な
人
（
車
い
す
の
人
も
大
歓
迎
）
な

ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

□
と
き
（
少
雨
決
行
）

　
11
月
３
日
㈫　
午
前
9
時
30
分
集
合

　
ス
タ
ー
ト　
午
前
10
時
〜

□
と
こ
ろ　
Ｊ
Ｒ
日
田
駅
前

□
参
加
費　
中
学
生
以
上
３
０
０
円
（
保

険
代
ほ
か
）

問
昭
和
学
園
高
等
学
校
（
五
島
）

　
☎
㉓
８
７
３
７

日
田
林
工
高
等
学
校
開
放
の
お
知
ら
せ

日
田
林
工
高
校
で
は
「
お
お
い
た
教
育
の

日
」
関
連
事
業
と
し
て
、
学
校
開
放
を
行

い
ま
す
。
高
校
生
の
学
ぶ
様
子
を
是
非
ご

覧
く
だ
さ
い
。
特
に
ご
覧
に
な
り
た
い
学

科
の
実
習
等
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
電
話
で

実
施
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□
と
き

　
11
月
９
日
㈪
〜
20
日
㈮　

　
午
前
９
時
〜
午
後
０
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
と
13
日
㈮
を
除
く
。

※
事
務
室
で
受
付
を
し
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
田
林
工
高
等
学
校 

　
☎
㉒
５
１
７
１

タ
ウ
ン
情
報

イ
ベ
ン
ト

募
集

お
知
ら
せ

災
害
に
関
す
る
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

豪
雨
災
害
等
に
伴
う
無
料
相
談
会

大
分
県
弁
護
士
会
で
は
、
豪
雨
災
害
等
に

関
連
し
た
無
料
法
律
相
談
を
左
記
の
日
程

で
行
い
ま
す
。

■
と
き

　
10
月
22
日
㈭　
正
午
〜
午
後
４
時　

■
と
こ
ろ　

　
市
役
所
４
階　
４
０
１
会
議
室

※

事
前
予
約
不
要
。

問
総
務
課
行
政
係
（
３
日
以
内
窓
口
）

　
☎
㉒
８
２
３
３
（
市
役
所
１
階
）

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

一
斉
情
報
伝
達
訓
練

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ

（
ジ
ェ
イ
・
ア
ラ
ー
ト
）
を
使
用
し
た
一

斉
情
報
伝
達
訓
練
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

■
と
き

　
11
月
５
日
㈭　
午
前
10
時
頃

※
気
象
状
況
等
に
よ
っ
て
中
止
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

※
最
大
音
量
で
放
送
さ
れ
ま
す
。

問
防
災
・
危
機
管
理
課
防
災
・
危
機
管
理
係

　
☎
㉒
８
３
６
３
（
市
役
所
４
階
）

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
と
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に

よ
る
簡
単
な
操
作
で
、
即
時
又
は
指
定
し

た
期
日
に
国
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
便
利
な
電
子
納
税
で
す
。
事
前
に
税
務

署
に
届
出
を
し
た
預
貯
金
口
座
か
ら
の
振

替
に
よ
っ
て
、
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
金
融
機
関
や
税
務
署
の
窓
口
に
出
向

く
必
要
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
資
金
繰
り

の
調
整
に
も
活
用
で
き
ま
す
の
で
、
是
非

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
届
出
か
ら
利
用
可
能
と
な
る
ま
で
に
１
か
月

程
度
か
か
り
ま
す
。
早
め
の
手
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
利
用
手
続
等
詳
細
は
下
記
二
次

　
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

問
日
田
税
務
署
総
務
課

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

ご
存
じ
で
す
か

「
税
を
考
え
る
週
間
」

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
「
税
を
考
え

る
週
間
」
で
す
。
「
税
を
考
え
る
週
間
」

は
、
国
民
生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
及
び
役
割

を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
国

民
の
皆
さ
ん
の
税
に
対
す
る
理
解
を
よ
り

深
め
て
も
ら
う
た
め
に
設
け
て
い
ま
す
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
く
ら
し
を
支
え
る

税
」
で
す
。
な
お
、
「
税
を
考
え
る
週

間
」
の
実
施
に
合
わ
せ
て
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
に
「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、

国
税
庁
の
各
種
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

問
日
田
税
務
署
総
務
課

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

中
小
企
業
の
退
職
金
を

国
の
制
度
が
サ
ポ
ー
ト
！

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
中
小
企

業
の
事
業
主
が
、
従
業
員
の
退
職
金
を
計

画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退
職
金
制
度
で

す
。
国
か
ら
の
掛
金
助
成
が
あ
り
、
掛
金

は
全
額
非
課
税
で
手
数
料
も
か
か
り
ま
せ

ん
。
家
族
従
業
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も

加
入
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
下
記
二
次
元
コ
ー
ド

　
又
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

問
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
☎
０
３
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

　
商
工
労
政
課
雇
用
・
労
働
環
境
係　

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

「
脱
！
メ
タ
ボ
教
室
」
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
！

40
歳
か
ら
69
歳
を
対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善
及
び
運

動
習
慣
の
定
着
を
目
的
と
し
た
運
動
教
室

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
と
き　
10
月
27
日
〜
12
月
22
日
ま
で
の

　
火
曜
日
（
全
８
回
）　

　
午
前
10
時
〜
正
午

※
11
月
３
日
㈷
は
含
ま
な
い
。

■
と
こ
ろ　

　
ア
オ
ー
ゼ
２
階　
体
験
学
習
室
１

■
内
容　

　

ス
テ
ッ
プ
運
動
、
ス
ロ
ー
ジ
ョ
ギ
ン

グ
®
の
運
動
実
技
、
自
宅
で
で
き
る
筋

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
健
康
講
話
（
運

動
・
栄
養
）　
等

■
参
加
費　
無
料

■
募
集
人
数　
15
人
（
先
着
順
）

■
申
込
方
法　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限　
10
月
21
日
㈬

※
医
師
か
ら
運
動
を
止
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

が
条
件
で
す
。

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
）

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
へ

障
害
者
控
除
の
お
知
ら
せ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
65
歳
以
上
の

人
は
、
税
の
申
告
の
際
に
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

長
寿
福
祉
課
、
各
振
興
局
に
備
付
け
、
又

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
年
末
調
整
時
期
や
確
定

申
告
の
１
か
月
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
適
用
の
可
否
は
、
お
お
む
ね
１
か
月

以
内
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
対
象
者

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
身
体
障

害
者
手
帳
や
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
人

で
、
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
人

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
ら
ず
、
半
年

以
上
寝
た
き
り
で
、
食
事
・
排
せ
つ
等

の
日
常
生
活
に
支
障
が
あ
る
状
態
で
医

師
か
ら
の
証
明
が
あ
る
人
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